
 

 

2021年 4月 23日 

三和グループ保養施設のご利用禁止について 

三和シヤッター工業株式会社 

人事総務部厚生課 

政府は新型コロナウイルスの新規感染者数が増加しており医療提供体制のひっ迫が懸

念される地域を対象として、緊急事態宣言を再発出しました。 

これを受けて、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」対象地域に在住、また

は勤務されている方については、対象期間について三和グループ保養施設の利用を禁

止させていただきます。 

対象地域以外からの利用者につきましても、ご利用について慎重にご検討の上、ご利

用される際は感染予防対策の徹底およびご協力をお願い申し上げます。 

 ご迷惑をお掛けしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 
 


